
 

25 昭
和

二

十
五

年
七

月
十
九

日
提

出 

質

問

第

二

五
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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

出
漁
制
限
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
二
十
五
年
七
月
十
九
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

幣 

原 
喜 
重 
郞 

殿 

 

提
出
者 

梨 

木 

作 

次 

郞 

 

一 

 



 

石
川
県
の
日
本
海
沿
岸
地
方
に
お
い
て
、
一
定
の
区
域
以
外
の
出
漁
を
制
限
又
は
禁
止
す
る
措
置
が
と
ら
れ
る
と
の
風
説

が
流
布
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
た
め
漁
民
に
不
安
と
動
搖
を
お
こ
さ
せ
て
い
る
。
そ
こ
で
次
の
こ
と
を
き
き
た
い
。 

一 

風
説
の
よ
う
な
出
漁
の
制
限
又
は
禁
止
を
指
令
し
た
か
。
又
は
近
く
指
令
す
る
計
画
が
あ
る
か
。 

二 

か
か
る
措
置
の
た
め
、
損
害
を
受
け
た
者
に
対
す
る
補
償
を
い
か
に
処
理
す
る
の
か
。 

右
質
問
す
る
。 

出
漁
制
限
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 


